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議案第６０号

藤沢市都市公園条例の一部改正について

藤沢市都市公園条例の一部を次のように改正する。

２０１２年（平成２４年）１２月３日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市都市公園条例の一部を改正する条例

藤沢市都市公園条例（昭和３５年藤沢市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中「第１８条の規定に基づき，」を「及び高齢者，障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）の規定により条例で定めるべ

き事項並びに」に，「公園の」を「都市公園の」に改める。

第２条第１号を次のように改める。

（１） 都市公園 法第２条第１項に規定する都市公園をいう。

第２条に次の１号を加える。

（６） 特定公園施設 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法第２条

第１３号に規定する特定公園施設をいう。

第３３条第１項第１号中「第４条，第５条第１項本文」を「第９条，第１０条第

１項本文」に，「第６条第２項」を「第１１条第２項」に，「第２７条」を「第

３７条」に改め，同項第２号中「第２２条第１項」を「第２７条第１項」に，「第

２７条」を「第３７条」に改め，同項第３号中「第２３条第１項」を「第３３条第

１項」に，「第２７条」を「第３７条」に改め，同条第２項中「相当する額」の次

に「（当該５倍に相当する額が５０，０００円を超えないときは，５０，０００円とす

る。）」を加え，同条を第４３条とする。

第３２条を第４２条とし，第３１条を第４１条とする。

第３０条第１号中「第６条第２項」を「第１１条第２項」に改め，同条第２号か
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ら第４号までの規定中「公園」を「都市公園」に改め，同条を第４０条とする。

第２９条中「別表第８」を「別表第９」に，「公園」を「都市公園」に改め，同

条を第３９条とする。

第２８条を第３８条とする。

第２７条中「第４条」を「第９条」に改め，同条を第３７条とする。

第２６条を第３６条とする。

第２５条第１項中「第４条ただし書，第５条第１項本文」を「第９条ただし書，

第１０条第１項本文」に，「第６条第２項」を「第１１条第２項」に，「第８条第

１項ただし書」を「第１３条第１項ただし書」に，「第２２条第１項」を「第２７

条第１項」に改め，同条を第３５条とする。

第２４条第１項各号列記以外の部分中「公園」を「都市公園」に改め，同項第２

号中「公園」を「都市公園」に改め，同項第３号中「第４条ただし書，第５条第１

項本文」を「第９条ただし書，第１０条第１項本文」に，「第６条第２項」を「第

１１条第２項」に，「第８条第１項ただし書」を「第１３条第１項ただし書」に，

「公園」を「都市公園」に改め，同条第２項中「公園の」を「都市公園の」に改め，

同条を第３４条とする。

第２３条第１項中「公園の」を「都市公園の」に改め，同項第３号中「，公園」

を「，都市公園」に改め，同条を第３３条とする。

第２２条の６を第３２条とし，第２２条の５を第３１条とし，第２２条の４を第

３０条とする。

第２２条の３第１項第２号中「第２２条の６」を「第３２条」に改め，同条を第

２９条とする。

第２２条の２を第２８条とする。

第２２条中「公園」を「都市公園」に改め，同条を第２７条とする。

第２１条中「第４条ただし書，第５条第１項本文」を「第９条ただし書，第１０

条第１項本文」に，「第６条第２項」を「第１１条第２項」に，「第８条第１項た

だし書」を「第１３条第１項ただし書」に改め，同条を第２６条とする。

第２０条を第２５条とし，第１７条から第１９条までを５条ずつ繰り下げる。

第１６条第１項中「第２９条」を「第３９条」に，「第１９条及び第２０条」を

「第２４条及び２５条」に改め，同条第２項中「別表第６」を「別表第７」に，
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「別表第７」を「別表第８」に改め，同条第３項及び第４項中「別表第６」を「別

表第７」に改め，同条を第２１条とする。

第１５条の見出し中「公園」を「都市公園」に改め，同条第１項中「第５条第１

項」を「第１０条第１項」に，「公園」を「都市公園」に改め，同条第２項中「別

表第５」を「別表第６」に改め，同条第３項中「公園」を「都市公園」に改め，同

条を第２０条とする。

第１４条の見出し中「公園」を「都市公園」に改め，同条第１項中「公園」を

「都市公園」に改め，同条第２項中「別表第４」を「別表第５」に改め，同条第３

項中「公園」を「都市公園」に改め，同条を第１９条とする。

第１３条第２項中「別表第３」を「別表第４」に改め，同条を第１８条とする。

第１２条第１項中「公園管理上」を「都市公園の管理上」に改め，同条第２項中

「公園」を「都市公園」に，「第４条ただし書，第５条第１項本文」を「第９条だ

たし書，第１０条第１項本文」に，「第６条第２項」を「第１１条第２項」に，

「第８条第１項ただし書」を「第１３条第１項ただし書」に改め，同条を第１７条

とする。

第１１条第１号中「公園の」を「都市公園の」に改め，同条を第１６条とする。

第１０条を第１５条とし、第９条を第１４条とする。

第８条第１項中「第４条ただし書，第５条第１項」を「第９条だたし書，第１０

条第１項」に，「第６条第２項」を「第１１条第２項」に改め，同条を第１３条と

する。

第７条中「第４条ただし書，第５条第１項本文」を「第９条だたし書，第１０条

第１項本文」に改め，同条を第１２条とする。

第６条第１項中「別表第１」を「別表第２」に，「別表第２」を「別表第３」に

改め，同条を第１１条とする。

第５条第１項中「公園に」を「都市公園に」に改め，同項第５号及び第７号中

「公園の」を「都市公園の」に改め，同条を第１０条とする。

第４条中「公園」を「都市公園」に改め，同条を第９条とする。

第３条（見出しを含む。）中「公園」を「都市公園」に改め，同条を第８条とす

る。

第２条の次に次の５条を加える。
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（住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準）

第３条 市長が設置する都市公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は，１０平方

メートル以上とする。

２ 市長が市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民１人当たりの敷地面積の

標準は，５平方メートル以上とする。

（都市公園の配置及び規模の基準）

第４条 市長が次に掲げる都市公園を設置する場合においては，それぞれの特質に

応じてその分布の均衡を図り，かつ，防火，避難等災害の防止に資するよう考慮

するほか，次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

（１） 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は，

街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し，その敷地面

積は，０．２５ヘクタールを標準として定めること。

（２） 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は，近

隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し，その敷地面積は，

２ヘクタールを標準として定めること。

（３） 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園

は，徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し，そ

の敷地面積は，４ヘクタールを標準として定めること。

（４） 主として休息，観賞，散歩，遊戯，運動等総合的な利用に供することを目的

とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は，

容易に利用することができるように配置し，それぞれその利用目的に応じて都

市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める

こと。

２ 市長が，主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての

都市公園，主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園，主とし

て動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園，主と

して市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公

園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては，それ

ぞれその配置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるよ

うに配置し，及びその敷地面積を定めるものとする。
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（法第４条第１項本文に規定する条例で定める割合）

第５条 法第４条第１項本文に規定する条例で定める割合は，１００分の２とする。

（法第４条第１項ただし書に規定する条例で定める範囲）

第６条 法第４条第１項ただし書に規定する条例で定める範囲は，次のとおりとす

る。

（１） 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号。以下「令」という。）第６

条第１項第１号に規定する場合 当該都市公園の敷地面積の１００分の１０

（２） 令第６条第１項第２号に規定する場合 当該都市公園の敷地面積の１００分

の２０

（３） 令第６条第１項第３号に規定する場合 当該都市公園の敷地面積の１００分

の１０

（４） 令第６条第１項第４号に規定する場合 当該都市公園の敷地面積の１００分

の２

（特定公園施設の新設等に係る基準）

第７条 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１３条第１項に

規定する条例で定める基準は，不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢

者，障がい者等が利用する施設（別表第１第９項により設けられた施設を除

く。）であって別表第１施設の欄に規定するものに応じ，同表基準の欄に定める

ところによる。

２ 前項の規定にかかわらず，災害等のために一時使用する特定公園施設の設置に

ついては，別表第１に定める基準によらないことができる。

別表第８中「第２９条関係」を「第３９条関係」に改め，同表を別表第９とする。

別表第７中「第１６条関係」を「第２１条関係」に改め，同表を別表第８とする。

別表第６中「第１６条関係」を「第２１条関係」に改め，同表を別表第７とする。

別表第５中「第１５条関係」を「第２０条関係」に改め，同表を別表第６とする。

別表第４中「第１４条関係」を「第１９条関係」に，

「 「
１，３７０円 １，６５０円

２，１４０円 ２，５４０円

２，９００円 ３，４２０円
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９３０円 １，４８０円

１，５００円 ２，３６０円
を に，

２，０７０円 ３，２４０円

１６０円 １５０円

２１円 ２０円

１０円 １０円

２，３３０円 ２，３６０円
」 」

「
外径が０．１メートル未満のもの 長さ１メー １８０円

トルにつき
外径が０．１メートル以上０．１５ ２００円

１年
メートル未満のもの

外径が０．１５メートル以上０．２ ２２０円

メートル未満のもの
を

外径が０．２メートル以上０．４メ ３４０円

ートル未満のもの

外径が０．４メートル以上１メー ７１０円

トル未満のもの

外径が１メートル以上のもの １，６３０円
」

「
外径が０．０７メートル未満のも 長さ１メー ７０円

の トルにつき

１年
外径が０．０７メートル以上０．１ ９０円

メートル未満のもの

外径が０．１メートル以上０．１５ １４０円

メートル未満のもの

外径が０．１５メートル以上０．２ １８０円

メートル未満のもの

外径が０．２メートル以上０．３メ ２７０円 に，

ートル未満のもの

外径が０．３メートル以上０．４メ ３６０円

ートル未満のもの

外径が０．４メートル以上０．７メ ６２０円

ートル未満のもの
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外径が０．７メートル以上１メー ８９０円

トル未満のもの

外径が１メートル以上のもの １，７７０円
」

「 「
２，４３０円 ２，９５０円

１，１７０円 １，２４０円

１，８６０円 ２，９５０円
を に改め，同表を別表第５とする。

１，８６０円 ２，９５０円

４７０円 ４７０円

９７円 ９０円
」 」

別表第３中「第１３条関係」を「第１８条関係」に改め，同表を別表第４とする。

別表第２中「第６条関係」を「第１１条関係」に改め，同表を別表第３とする。

別表第１中「第６条関係」を「第１１条関係」に改め，同表を別表第２とし，附

則の次に次の１表を加える。

別表第１（第７条関係）

項 施設 基準

１ 高齢者，障害者等の移動等の (１） 高齢者，障がい者等が転落するお

円滑化の促進に関する法律施 それのある場所には，柵，移動等円滑

行令（平成１８年政令第３７ 化法施行令第１１条第２号に規定する

９号。以下「移動等円滑化法 点状ブロック等及び移動等円滑化法施

施行令」という。）第３条第 行令第２１条第２項第１号に規定する

１号に規定する園路及び広場 線状ブロック等を適切に組み合わせて

のうち１以上のもの 床面に敷設したもの（以下「視覚障が

い者誘導用ブロック」という。）その

他の高齢者，障がい者等の転落を防止

するための設備が設けられているこ

と。

(２） 第２項から第７項までの規定によ

り設けられた特定公園施設のうちそれ

ぞれ１以上のもの及び高齢者，障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則（平成１８年国土交通省令

第１１０号）第２条第２項の主要な公

園施設に接続していること。
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出入口 (１） 幅は，１２０センチメートル以上

とすること。ただし，地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場

合は，９０センチメートル以上とする

ことができる。

(２） 車止めを設ける場合は，当該車止

めの相互間の間隔のうち１以上は，

９０センチメートル以上とすること。

(３） 出入口からの水平距離が１５０セ

ンチメートル以上の水平面を確保する

こと。ただし，地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合は，

この限りでない。

(４） 次号に掲げる場合を除き，車いす

使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。

(５） 地形の状況その他の特別な理由に

よりやむを得ず段を設ける場合は，傾

斜路（その踊場を含む。以下同じ。）

を併設すること。

通路 (１） 幅は，１８０センチメートル以上

とすること。ただし，地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場

合は，通路の末端の付近の広さを車い

すの転回に支障のないものとし，か

つ，５０メートル以内ごとに車いすが

転回することができる広さの場所を設

けた上で，幅を１２０センチメートル

以上とすることができる。

(２） 次号に掲げる場合を除き，車いす

使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。

(３） 地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ず段を設ける場合は，傾

斜路を併設すること。

(４） 縦断勾配は，５パーセント以下と

すること。ただし，地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合

は，８パーセント以下とすることがで

きる。

(５） 横断勾配は，１パーセント以下と

すること。ただし，地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合
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は，２パーセント以下とすることがで

きる。

(６） 路面は，滑りにくい仕上げがなさ

れたものであること。

階段（その (１） 手すりが両側に設けられているこ

踊 場 を 含 と。ただし，地形の状況その他の特別

む。以下同 の理由によりやむを得ない場合は，こ

じ。） の限りでない。

(２） 手すりの端部の付近には，階段の

通ずる場所を示す点字をはり付けるこ

と。

(３） 回り段がないこと。ただし，地形

の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合は，この限りでない。

(４） 踏面は，滑りにくい仕上げがなさ

れたものであること。

(５） 段鼻の突き出しその他のつまずき

の原因となるものが設けられていない

構造のものであること。

(６） 階段の両側には，立ち上がり部が

設けられていること。ただし，側面が

壁面である場合は，この限りでない。

(７） 傾斜路が併設されていること。た

だし，地形の状況その他の特別の理由

により傾斜路を設けることが困難であ

る場合は，エレベーター，エスカレー

ターその他の昇降機であって高齢者，

障がい者等の円滑な利用に適した構造

のものをもってこれに代えることがで

きる。

傾斜路（階 (１） 幅は，１２０センチメートル以上

段又は段に とすること。ただし，階段又は段に併

代わり，又 設する場合は，９０センチメートル以

はこれに併 上とすることができる。

設するもの (２） 縦断勾配は，８パーセント以下と

に限る。） すること。

(３） 横断勾配は，設けないこと。

(４） 路面は，滑りにくい仕上げがなさ

れたものであること。

(５） 高さが７５センチメートルを超え

る傾斜路にあっては，高さ７５センチ

メートル以内ごとに踏幅１５０センチ

メートル以上の踊場が設けられている

こと。
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(６） 手すりが両側に設けられているこ

と。ただし，地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は，こ

の限りでない。

(７） 傾斜路の両側には，立ち上がり部

が設けられていること。ただし，側面

が壁面である場合は，この限りでな

い。

２ 屋根付広場のうち１以上のも 車いす使用者の円滑な利用に適した広

の さが確保されていること。

出入口 (１） 幅は，１２０センチメートル以上

とすること。ただし，地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場

合は，８０センチメートル以上とする

ことができる。

(２） 次号に掲げる場合を除き，車いす

使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。

(３） 地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ず段を設ける場合は，傾

斜路を併設すること。

３ 休憩所のうち１以上のもの及 車いす使用者の円滑な利用に適した広

び管理事務所 さが確保されていること。

出入口 (１） 幅は，１２０センチメートル以上

とすること。ただし，地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場

合は，８０センチメートル以上とする

ことができる。

(２） 次号に掲げる場合を除き，車いす

使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。

(３） 地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ず段を設ける場合は，傾

斜路を併設すること。

(４） 戸を設ける場合は，当該戸は，次

に掲げる基準に適合するものであるこ

と。

ア 幅は，８０センチメートル以上と

すること。

イ 高齢者，障がい者等が容易に開閉

して通過できる構造のものであるこ

と。
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カウンター 車いす使用者の円滑な利用に適した構

のうち１以 造のものであること。ただし，常時勤務

上のもの する者が容易にカウンターの前に出て対

応できる構造である場合は，この限りで

ない。

不特定かつ 第６項第４号，第５号及び第６号の基

多数の者が 準に適合するものであること。

利用し，又

は主として

高齢者，障

がい者等が

利用する便

所のうち１

以上のもの

４ 野外劇場及び野外音楽堂 当該野外劇場又は野外音楽堂の収容定

員が２００以下の場合は当該収容定員に

５０分の１を乗じて得た数以上，収容定

員が２００を超える場合は当該収容定員

に１００分の１を乗じて得た数に２を加

えた数以上の車いす使用者が円滑に利用

することができる観覧スペース（以下

「車いす使用者用観覧スペース」とい

う。）を設けること。

出入口 第２項出入口の項各号に掲げる基準に

適合するものであること。

不特定かつ 第６項第４号，第５号及び第６号の基

多数の者が 準に適合するものであること。

利用し，又

は主として

高齢者，障

がい者等が

利用する便

所のうち１

以上のもの

出入口と車 (１） 幅は，１２０センチメートル以上

いす使用者 とすること。ただし、地形の状況その

用観覧スペ 他の特別の理由によりやむを得ない場

ース及び前 合は，通路の末端の付近の広さを車い

項の便所と すの転回に支障のないものとした上

の間の経路 で，幅を８０センチメートル以上とす

を構成する ることができる。
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通路 (２） 次号に掲げる場合を除き，車いす

使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。

(３） 地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ず段を設ける場合は，傾

斜路を併設すること。

(４） 縦断勾配は，５パーセント以下と

すること。ただし，地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合

は，８パーセント以下とすることがで

きる。

(５） 横断勾配は，１パーセント以下と

すること。ただし，地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合

は，２パーセント以下とすることがで

きる。

(６） 路面は，滑りにくい仕上げがなさ

れたものであること。

(７） 高齢者，障がい者等が転落するお

それのある場所には，柵，視覚障がい

者誘導用ブロックその他の高齢者，障

がい者等の転落を防止するための設備

が設けられていること。

車いす使用 (１） 幅は９０センチメートル以上であ

者用観覧ス り，奥行きは１２０センチメートル以

ペース 上であること。

(２） 車いす使用者が利用する際に支障

となる段がないこと。

(３） 車いす使用者が転落するおそれの

ある場所には，柵その他の車いす使用

者の転落を防止するための設備が設け

られていること。

５ 駐車場のうち１以上のもの 当該駐車場の全駐車台数が２００以下

の場合は当該駐車台数に５０分の１を乗

じて得た数以上，全駐車台数が２００を

超える場合は当該駐車台数に１００分の

１を乗じて得た数に２を加えた数以上の

車いす使用者が円滑に利用することがで

きる駐車施設（以下「車いす使用者用駐

車施設」という。）を設けなければなら

ない。ただし，専ら大型自動二輪車及び

普通自動二輪車（いずれも側車付きのも

のを除く。）の駐車のための駐車場につ
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いては，この限りでない。

車いす使用 (１） 幅は，３５０センチメートル以上

者用駐車施 とすること。

設 (２） 車いす使用者用駐車施設又はその

付近に，車いす使用者用駐車施設の表

示をすること。

６ 便所 (１） 床の表面は，滑りにくい仕上げが

なされたものであること。

(２） 男子用小便器を設ける場合は，１

以上の床置式小便器，壁掛式小便器

（受け口の高さが３５センチメートル

以下のものに限る。）その他これらに

類する小便器が設けられていること。

(３） 前号の規定により設けられる小便

器には，手すりが設けられているこ

と。

(４） 便所のうち１以上は，次に掲げる

基準のいずれかに適合するものでなけ

ればならない。

ア 便所（男子用及び女子用の区別が

あるときは，それぞれの便所）内に

高齢者，障がい者等の円滑な利用に

適した構造を有する便房が設けられ

ていること。

イ 高齢者，障がい者等の円滑な利用

に適した構造を有する便所であるこ

と。

(５） 前号アの便房が設けられた便所

は，次に掲げる基準に適合するもので

なければならない。

ア 出入口は，次に掲げる基準に適合

するものであること。

（ア） 幅は，８０センチメートル以上

とすること。

（イ）（ウ）に掲げる場合を除き，車いす

使用者が通過する際に支障となる

段がないこと。

（ウ） 地形の状況その他の特別な理由

によりやむを得ず段を設ける場合

は，傾斜路を併設すること。

（エ） 高齢者，障がい者等の円滑な利

用に適した構造を有する便房が設

けられていることを表示する標識

が設けられていること。
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（オ） 戸を設ける場合は，当該戸は，

次に掲げる基準に適合するもので

あること。

ａ 幅は，８０センチメートル以

上とすること。

ｂ 高齢者，障がい者等が容易に

開閉して通過できる構造のもの

であること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適し

た広さが確保されていること。

(６） 第４号イの便所は，前号ア（ア）から

（ウ）まで及び（オ）並びにイ並びに便房の項

第２号から第４号までの規定に定める

基準に適合するものでなければならな

い。

便房 (１） 出入口には，車いす使用者が通過

する際に支障となる段がないこと。

(２） 出入口には，当該便房が高齢者，

障がい者等の円滑な利用に適した構造

のものであることを表示する標識が設

けられていること。

(３） 腰掛便座及び手すりが設けられて

いること。

(４） 高齢者，障がい者等の円滑な利用

に適した構造を有する水洗器具が設け

られていること。

(５） 便所の項第５号ア（ア）及び（オ）並びに

イの基準に適合していること。

７ 水飲場及び手洗場のうちそれ 高齢者，障がい者等の円滑な利用に適

ぞれ１以上のもの した構造のものでなければならない。

８ 掲示板及び標識 (１） 高齢者，障がい者等の円滑な利用

に適した構造のものであること。

(２） 当該掲示板に表示された内容が容

易に識別できるものであること。

９ 第１項から前項までの規定に 第１項の規定により設けられた園路及

より設けられた特定公園施設 び広場の出入口の付近に設けなければな

の配置を表示した標識のうち らない。

１以上のもの

附 則

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。
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２ この条例の施行の際この条例の施行の日以後の公園の占用について既に許可を

受けているものの使用料については，改正後の別表第５の規定にかかわらず，な

お従前の例による。

提案理由

この条例を提出したのは，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律が制定され，都市公園法及び高齢者，障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正されたことに伴い，都市公園の設

置基準，移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準等について

新たに本市の条例において定める必要があること及び藤沢市道路占用料徴収条例に

定める占用料の額が見直されることに伴い，本市の公園の占用に係る使用料を見直

す必要による。


